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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第１６５条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

当社は、2025年４月２日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第１６５条第３項の規

定により読み替えて適用される同法第１５６条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について

決議しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．自己株式の取得を行う理由 

当社は新規上場した 2021 年 12 月期から 2024 年 12 月期までの 3 年間で売上収益約 8 倍・営業利

益約 9 倍の速度で事業成長を実現しております。また、2025 年 2 月 14 日に公表した「2024 年 12 月

期通期決算及び中期経営計画説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項）」において、2027 年

12 月期に向けた中期経営目標として、売上高 150 億円〜・営業利益 50 億円〜・営業利益年次平均成

長率 50%以上の継続を掲げております。 

今後も継続的な利益成長とそれを支える戦略的な投資を実行することが株主共通の利益に資する

ものと考えておりますが、同様に資本コストを意識した株主還元の実施や市場環境の変化に対応し

た機動的な資本政策の遂行も重要であるものと考えております。 

 そのような背景の中、負債性資金の調達状況と今後の投資余力、現状の株価水準と理論的な株価

水準、取得した自己株式の活用可能性、市場環境及び財務状況等を総合的に勘案し、自己株式取得

の実施を決議いたしました。 

 今後も当社の事業環境や株式市場の動向を注視しながら、前述の事項を総合的に勘案の上、自己

株式の取得を継続的に検討してまいります。 

 

２．取得に係る事項の内容 

（１）取得対象株式の種類 普通株式 

（２）取得し得る株式の総数 160,000 株 (上限) 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.30％） 

（３）株式の取得価額の総額 400,000,000 円 (上限) 

（４）取得期間 2025 年４月３日～2025 年５月 30 日 

（５）取得方法 取引⼀任⽅式による東京証券取引所における市場買付け 

   

会 社 名 株 式 会 社 エ フ ・ コ ー ド 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  工 藤  勉 

 （コード番号：9211 東証グロース） 

問合せ先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長  衣 笠  槙 吾 

 （TEL. 03-6272-8991） 



 

（参考）2025 年４月 1 日時点の自己株式の保有状況 

発行済株式総数 

（自己株式を除く） 
12,330,437 株 

自己株式数 40,563 株 

 

以 上 


